
（お知らせ）                               

２９．７．３１ 

中部方面総監部 

 

美保基地及び周辺におけるＣＨ－４７の飛行訓練等について 

 

防衛省では、平成３０年３月に、航空自衛隊美保基地内に陸上自衛隊美保分屯地（仮

称）を開設するとともに中部方面ヘリコプター隊第３飛行隊（仮称）等を新編し、陸自輸

送ヘリコプター（ＣＨ－４７）を配備することとしています。 

そのための準備として、現在、八尾
や お

駐屯地（大阪府）に中部方面ヘリコプター隊第３飛

行隊準備隊を新設し、新編業務を推進中であり、平成２９年８月に陸自輸送ヘリコプター

（ＣＨ－４７）を同駐屯地に一時配置する予定です。 

陸自輸送ヘリコプター（ＣＨ－４７）を八尾駐屯地に一時配置後及び美保基地に新編

後、美保基地及び周辺において、下記のとおり飛行訓練等を開始する予定ですのでお知ら

せします。 

 

記 

 

１ 飛行訓練等の概要 

(1) 八尾駐屯地に一時配置後に実施する訓練等 

ア 期 間 

平成２９年１０月～平成３０年３月 

イ 訓練等の概要（八尾駐屯地より美保基地周辺に飛来して実施） 

(ア) 美保基地における離着陸訓練等（２～３日／月（予定）） 

(イ) 米子駐屯地（米子訓練場）、出雲駐屯地及び日光演習場における離着陸検証 

（各１～３日／期間中（予定）） 

 

(2) 美保基地に新編後に実施する訓練 

ア 期 間 

平成３０年３月末より開始 

イ 訓練の概要 

(１)項イ(ア)(イ)※１の訓練課目の他、ホバリング、救助等に関連する訓練（要救

助者をつり上げるホイスト訓練等）、美保物料投下場における落下傘を使用した訓

練※２（空挺降下訓練及び物料投下訓練）、夜間訓練 

※１ (１)項イ(イ)の駐屯地等への離着陸を訓練として実施する 

※２ 落下傘を使用する訓練は１～２回／年、１回あたり５日程度（予備日を含

む）で夜間は実施しない 

 

２ 飛行訓練時間 

昼間は０７００～１７００ 

夜間は日没後から最大２時間半 

 

３ 美保基地周辺の飛行経路 

別図のとおり 

 

以 上  
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